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均 等 割 額
（被保険者１人あたり）

63,000円

所 得 割 額
総所得金額等－

43万円（基礎控除）
×

所得割率
11.06％

　役場への来庁が難しい方（後期高齢者・障害を
お持ちの方）を対象に、役場職員が個人宅に出向
き、マイナンバーカードの申請、更新の手続をサ
ポートします。
　出来上がったマイナンバーカードは、
基本ご自宅へ郵送します。

・�マイナンバーカードの新規申請・更新申請
・�電子証明書の更新申請（更新のお知らせが
届いた方）
・暗証番号再設定

　お申込みは平日（月～金　午前８時30分～午後５
時15分まで）電話にて受付けています。
※�申し込みがない限り役場から電話によるお問い
合わせやアポなし訪問をすることはありませ
ん。
　�　不審な電話があった場合は役場又は警察にご
相談ください。

　令和７年12月23日、外務大臣が記者会見で、旅
券手数料の引下げに向けた調整を行う考えを発表し
ました。
　新手数料は、令和８年７月１日午前零時以降の申
請分から、適用される予定です。

▶注意事項：※あくまでも予定となります
ので、ご了承ください。
　手数料の引下げに伴い、７月１日以降の
申請が集中されることが想定されます。必ずご確認
ください！

　問 住民環境課　戸籍住民係　☎0968・86・5727

　問 住民環境課　戸籍住民係　☎0968・86・5727

マイナンバーカード
出張サービスのおしらせ

旅券手数料の引下げに向け
た調整について＜外務省発表＞

申
請
対
象

　スポーツ及び文化の向上、発展を図るため、全国
大会及び国際大会に出場される個人又は団体に対し
て補助金を交付します。申請についての詳細は社会
教育課までお問い合わせください。
▶�交付対象者：和水町在住者（学生の場合は、保護
者が和水町在住者に限る。）
▶�交付範囲：公共団体又は各文化・体育協会（種目
協会を含む。）が主催する
　（１）�地方ブロック大会の予選会を経て大会に参

加する資格を取得した個人又は団体
　（２）�県等の団体から推薦があって大会に参加す

る資格を取得した個人又は団体
　�※交付対象となる者は、主催者が開催要項等で定
めた出場登録の範囲内とする。

▶補助金の額
　（１）全国大会　　１人　30,000円
　（２）国際大会　　１人　50,000円
　�※ただし、個人又は団体に対してそれぞれ年度内
に１回限りとする。

　春は野鳥の繁殖期です。巣立ちしたヒナが地面
に落ちているのを見かけた場合は、近くに姿が見
えなくても親鳥が世話をしていますので拾わない
ようにしましょう。
　熊本県では、５月10日からの１か月間を指導
取締強化月間と定め、違法捕獲等の防止に取り組
んでいます。野生鳥獣又は鳥類の卵は、鳥獣の保
護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律によ
り、狩猟による捕獲、有害鳥獣捕獲許可を受けた
もの以外は、原則としてその捕獲、殺傷又は採取
が禁止されています。皆様のご理解とご協力をお
願いします。
　なお、野生鳥獣（メジロ、ホオジロなど）の愛
がん飼養目的の捕獲は、鳥獣の乱獲を助長する恐
れがあることから許可していません。
　詳しくは、和水町農林振興課、または熊本県県
北広域本部玉名地域振興局林務課にお問い合わせ
ください。

　問 社会教育課　社会体育係　☎0968・34・3047

　問 ‌�農林振興課　林務耕地係　☎0968・34・3111
　　 玉名地域振興局　林務課　☎0968・74・2138

全国大会等に出場される皆様
に補助金を交付しています

繁殖期の野鳥保護及び指導
取締強化月間について

▶発表内容
年齢 旅券種別 現行手数料

（令和８年６月30日まで申請分）
改定後手数料（案）

（令和８年７月１日以降申請分）

18歳以上

10年 電子申請
窓口申請

15,900円
16,300円

電子申請
窓口申請

8,900円
9,300円

５年 電子申請
窓口申請

10,900円
11,300円 廃  止

残存有効期間
同一旅券

電子申請
窓口申請

5,900円
6,300円

電子申請
窓口申請

5,400円
5,800円

18歳未満
（12歳以上） ５年 電子申請

窓口申請
10,900円
11,300円 電子申請

窓口申請
4,400円
4,800円

（12歳未満） ５年 電子申請
窓口申請

5,900円
6,300円

林業従事者人材育成に対する助成をおこなっています

後期高齢者医療保険料について

　和水町では、林業従事者人材育成を推進しており、講習を受講される人に対して、受講料を一部助成します。
①チェーンソー伐木業務特別教育補助　10,000円以内
　受講料19,800円税込（テキスト代3,300円含む）
②刈払機取扱作業者安全衛生教育補助　8,000円以内
　受講料10,780円税込（テキスト代3,080含む）
③チェーンソー及び刈払機購入補助（①②の受講後１年以内の購入に限る）
　購入補助　各々１人１台　事業費の30％以内（上限30,000円）
※営利を目的とした林業に従事するには、講習を受講する必要があります。
▼令和８年度講習会日程（主催：林材業労災防止協会熊本県支部　☎096・382・7872）

①チェーンソーを用いる伐木の
義務特別教育　　　　　　

②刈払機取扱作業者
　安全衛生教育　　 会　　場

６月３～５日 ６月２日 熊本林業研究・研修センター
７月１～３日 ７月６日 熊本林業研究・研修センター
９月28～30日 ９月25日 八代森林組合
10月７～９日 10月６日 熊本林業研究・研修センター
12月２～４日 12月１日 熊本林業研究・研修センター
３月３～５日 ３月２日 熊本林業研究・研修センター

※講習会日の２週間前までに申請書類を郵送にてお申し込みください。
※詳細については「林材業労災防止協会熊本県支部」ホームページ（https://www.rinsaibou-kumamoto.jp/）を
ご確認ください。

　本年度は、以下のとおり決定します。保険料率は、２年ごとに見直され、熊本県内で均一となります。
� （令和８年度改正）

　令和８年度より、子ども・子育て支援金制度（※）が開始し、医療分の保険料とあわせて支援金を納付
いただくことになります。
※子ども・子育て支援金制度とは、すべての世代や企業から支援金を拠出し、子育て施策の拡充に充てる
もので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

　問 税務課　町民税係　☎0968・86・5723

　問 農林振興課　林務耕地係　☎0968・34・3111

均 等 割 額
（被保険者１人あたり）

1,400円 保険料額
（年額）

※年額87万１千
が上限です。

所 得 割 額
総所得金額等－

43万円（基礎控除）
×

所得割率
0.25％

✚ ＋

医療分 子ども・子育て支援金分

＝✚
　世帯（被保険者全員）
と世帯主の総所得金額
等の合計額に応じて、
均等割額に軽減があり
ます。
　詳細は、保険料の決
定通知書をご確認くだ
さい。
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